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運転免許センター新庁舎整備事業造成設計ＣＭ（コンストラクション・マネジメント）業務委託

公募型プロポーザル審査基準 

 

１　審査基準の位置付け 

  　本基準は、運転免許センター新庁舎整備事業造成設計ＣＭ（コンストラクション・マ

　ネジメント）業務委託公募型プロポーザル募集要項（以下「募集要項」という。）に基

 　づき、評価方法及び最優秀提案事業者の選定方法を示すものである。

 

２　評価方法及び最優秀提案事業者の選定方法 

  ⑴　参加申込書等評価、業務提案書等評価及び見積金額評価を行い、最優秀提案事業者

 　　を選定する。　　

   ⑵　参加申込書等評価及び見積金額評価は、担当課が提出書類をもとに評価を行う。

　⑶　業務提案書等評価は、選定委員会が業務提案書、プレゼンテーション及びヒアリン

 　　グにより評価を行う。

  ※  業務提案書等評価点について、事情により業務提案書評価当日に、評価を行う委員

 　  ５名が揃わない場合は１人当たりの持ち点を（５／参加委員数）倍するものとする。

  ⑷　選定委員会及び担当課は、評価審査表の各項目について評価を行い、合計評価点を

　　算出し最も高い者を最優秀提案事業者とする。合計評価点が同点の場合は、提案見積

　　金額の低い参加者を最優秀提案事業者とする。合計評価点及び提案見積金額も同点の

　　場合は、業務提案書等の各評価項目について順位を付け最も多く１位を獲得した参加

　　者を最優秀提案事業者とする。それでも評価が同点の場合は、選定委員会で協議し、

 　　委員長が決することとする。

　⑸　合計評価点は満点の６割以上でなければならない。合計評価点がこの基準に達しな

 　　い場合は、最優秀提案事業者又は次点事業者としない。

   ⑹　参加者が１者の場合についても同様に⑴～⑸、⑺の評価、選定を行う。

   ⑺　各評価項目の評価配点は下表のとおりとする。

 評価項目 評価基準 配点

  (1) ア　有資格者数 有資格者数を評価する。 　10

 参加者 イ  実績 実績の種類、件数について評価する。   10

参 の評価 小計①   20

  加 (2)  専門分野の技術者資 各担当分野につい 管理技術者   20

   申 担当者 格 て、資格の内容を評 主任担当者①   10
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 込 の技術 価する。 主任担当者②   10

 書 力評価 同種・類似業務の実 同種業務実績、類似 管理技術者   20

 等 績（実績の有無及び 業務実績及び参加立 主任担当者①   10

 評 件数、参加立場） 場により評価する。 主任担当者②   10

価 小計②   80

                         合計Ａ（小計①＋②）  100

 (1) 【項目１】 取組意欲の高さや積極性、発注者を  

     業 本業務に対する参加 支援する姿勢、業務への工夫・配慮   75

    務 者の取組方針と体制 について評価する。

      実 【項目２】 業務内容、業務の背景や課題などの

   施 全体工程及び業務上、 理解度について評価する。   75

    方 特に配慮する事項

   針 小計③  150

    業 【テーマ１】 発注者体制の補完、連携についての

  発注者体制の支援方 考え方に的確性や実現性があり、業  150

  務 策について 務や与条件に対し理解度の高い提案

  となっているかについて評価する。

提  【テーマ２】 施工段階において手戻りや仕様変更  

 (2) 施工段階において手 を発生させないよう，基本・実施設  150

   案 　業 戻りや仕様変更を発 計段階で注意すべきポイント及び具

   生させないよう基本 体的手法についての提案となってい

  書 　務 ・実施設計段階で注 るかについて評価する。           

  意すべきポイント及      

  評 　提 び具体的手法につい

  て

    価 案 【テーマ３】 基本設計、実施設計の各段階におい

  精度の高い事業費の て精度の高い事業費の積算方法や物  150

  積算手法、物価高騰 価高騰に対する対応及びコスト縮減

  に対する対応及びコ への取組みに関する考え方の的確性

  スト縮減への取組み （与条件との整合性、理解度）や、

   について 実現性（理論的な裏付けに基づく説

   得力等）があり、業務や与条件に対
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   し理解度の高い提案となっているか

  について評価する。       

  小計④  450

                 合計Ｂ（小計③＋④）  600

       　

 見積金額評価（Ｃ） 見積金額の配点基準  100

総合計（合計Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  800

 　

３　評価項目及び配点基準の明細 

　⑴　参加申込書等評価 

　　　参加申込書等評価審査における審査内容及び配点基準の詳細は、以下のとおりとする。 

　　①　参加者の評価（様式３、様式４） 

 　　　　参加者の所属する有資格者数及び業務実績について評価を行う。

       ア　有資格者数【１０点】

 　　　　　有資格者数の評価は下記によるものとし、評価の対象となる資格は、募集要項

 　　　　「第４参加資格要件⑹」に記載しているものとする。

評価項目 評価基準

有資格者数 ３名～９名 １０名～２０名 ２１名以上

評価点 ２．５ ５ １０

                                                                                

       イ  参加者の同種・類似業務実績【１０点】

          同種業務（募集要項「第８募集要領４．⑷．③．イ．ａ」参照、以下同じ。）

　　　　及び類似業務（募集要項「第８募集要領４．⑷．③．イ．ｂ」参照、以下同じ。）

　　　　の実績について評価を行う。平成２７年４月１日以降に発注され、元請けとして

 　　　　受託し、参加申込書提出までに完了している業務実績の評価項目に応じた評価点

 　　　　にて評価する。

評価項目 評価基準

業務実績 類似業務 類似業務・同種業務 同種業務

１件 ２件 各１件ずつ １件 ２件

     評価点 ２．５ ５ ７．５ ５ １０
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     ②　担当者の技術力評価（様式５、様式６）

 　　　　担当者の専門分野における保有資格及び業務実績について評価を行う。

なお、技術士、ＲＣＣＭの選択科目は、「土質及び基礎」又は「施工計画、施工

 設備及び積算」とする。

       ア　各業務担当者の資格【４０点】

 　　　　　各業務技術者の資格に対する評価は下記による。

         ○管理技術者【２０点】

 評価項目 評価基準

 資格要件 CCMJかつ（RCCM又は1級土木施 CCMJかつ技術士
 工管理技士又は1級建築士）

 評価点 １０ ２０

         ○主任担当者【２０点：１０点×２名】

 評価項目 評価基準

資格要件 RCCM又は1級土木施工管理技士 CCMJ又は技術士
　　　　　　　　

評価点 ５ １０

       イ　各担当者の同種・類似業務実績【４０点】

          同種業務及び類似業務の実績について評価を行う。平成２７年４月１日以降に

 　　　　発注され、元請けとして受託し、参加申込書提出までに完了している業務実績の

 　　　　評価項目に応じた評価点にて評価する。

         ○管理技術者【２０点】

 評価項目 評価基準

 業務実績 類似業務 類似業務・同種業務 同種業務

 １件 ２件 各１件ずつ １件 ２件

      評価点 ５ １０ １５ １０ ２０

        ○主任担当者【２０点：１０点×２名】

評価項目 評価基準

業務実績 類似業務 類似業務・同種業務 同種業務

１件 ２件 各１件ずつ １件 ２件

     評価点 ２．５ ５ ７．５ ５ １０

 　

 　

 　⑵　業務提案書評価
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　　　業務提案書は提案者の名前を伏せた上で、その内容についてのプレゼンテーション

　　及びヒアリングの結果を含め、本基準に基づいて選定委員会が評価し、配点基準の詳

 　　細は、以下のとおりとする。

    ①　業務実施方針【１５０点（委員１人当たり３０点×５名）】（様式８） 

 評価項目 評価基準 評価点

      業務実施方針が極めて優れている １５

業務実施方針    業務実施方針が優れている １２

【項目Ａ、Ｂ】  業務実施方針が適切である ９

の提案に対する評価 業務実施方針がやや劣っている ６

     業務実施方針が劣っている ３

       

    ②　業務提案【４５０点（委員１人当たり９０点×５名）】（様式９－１、９－２、 

 　　　９－３）

 評価項目 評価基準 評価点

 具体的な提案の的確性・実現性が極めて良好である。 ３０

テーマ別業務実施方 具体的な提案の的確性・実現性が良好である。 ２４

針【テーマ１、２、 具体的な提案の的確性・実現性が十分である。 １８

３】に対する評価 具体的な提案の的確性・実現性がやや不十分である。 １２

具体的な提案の的確性・実現性が不十分である。 ６

 　

 　⑶　見積金額評価（様式１０）

　　　見積金額について、以下のとおり評価を行う。【１００点】 

評価項目 評価基準 評価点

     見積金額 １００×（最低提案価格／貴社提案価格） １００ 

　小数点以下切り捨て

　　


